
2024. 1.31 
簡易内管施工登録店さま 

大阪ガスネットワーク株式会社 経営企画部 
簡易内管登録店運営係受付 9～17時（土、日、祝日除く） 

TEL︓06-6202-5266 FAX︓06-6223-7105 
メールアドレス kaniosaka@osakagas.co.jp 

2024年度 登録店更新のご案内 
   

平素は、大阪ガススネットワーク簡易内管施工登録店制度にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 
年に一度の登録店の更新について、ご案内させていただきます。 
なお、この時期に更新されなければ、次年度の２０２４年４月１日以降、大阪ガスネットワーク管内での工事を

していただくことはできません。 
2024年４月１日以降も更新されますか︖ 
★簡易内管施工登録店を辞める（更新しない） 

⇒ ホームページ(以下HP)より「(様式９)登録店辞退届」を取得し、記入後に郵送願います。 
★簡易内管施工登録店を継続 （更新する） 

⇒ 次の事項と、HP をご確認いただき、更新手続きをお願いします。 
     大阪ガスネットワーク HP  https://network-stage.osakagas.co.jp/procedures/kaninaikan.html 
 

１． 更新登録料について 

（１） 更新登録料  １７，６００円（税込）/店 
（２） 振込先  ゆうちょ 口座番号 ００９４０―４―１３４５６４ 

      大阪ガスネットワーク株式会社 
      通信欄に登録店番号必要︓K００●●●● 
      ご依頼人︓ 住所・氏名・店名・電話番号 

（３） 申請書へは、「受領書」のコピーを貼付してください。 
（４） 振込用紙は、郵便局店頭にてご記入の上、ご利用ください。(ネットバンキング可) 
（５） 振込手数料は、貴社にてご負担をお願いします。 

 

２． 申請書の記入と提出内容について︓（様式２）簡易内管施工登録店登録申請書（更新） 
 ・ＨＰよりダウンロード後、必要書類を添付し、郵送してください。 
 ・次の３点のぬけもれにご注意ください。 
 ① 申請書に教育実施日を必ずご記入ください。 
    ・施工認定者への教育を、必ず実施してください。 
    ・テキストは、ＨＰの『簡易内管工事 設計・施工要領』(PW は、更新ご案内ハガキに記載)をご確認ください。 
② 申請書の「工事記録簿（施工完了報告）確認書」欄に確認結果を、ご記入ください。 
・報告もれがあれば、早急に所定の様式により、報告書の提出をお願いします。  
・年間施工報告がなかった場合、「登録店施工報告一覧」の送付はございません。 
・施工完了報告の実績がない場合も、確認結果の記入は必須です。（必ずどちらかに○印） 

③ 申請書の「登録店の開示に関する確認書」欄に、承諾の可否をご記入ください。 
・記入がない場合は、承諾不可と判断をさせていただき開示はいたしません。（必ずどちらかに○印） 

https://network-stage.osakagas.co.jp/procedures/kaninaikan.html


３． 添付書類について  

・申請書の裏面に、次の２点を必ず貼付または添付してください。 
 ① 更新登録料払込証明書（金融機関の収納印のあるもの・コピー可） 
 ② 簡易内管施工士の資格証の両面の写し（必ず資格登録者全員の分） 
     ●資格証のサンプル           おもて                      うら 

 
 

 
 
 
 
       ●資格証の有効期限が 2024年 3月 31日までの資格証は無効です。 
       ●2024年 2月 29日までに、更新後の新しい資格証がお手元にない場合は、届き次第、資格証を 

メール送付または FAXでご連絡ください。  
●弊社登録の施工士が有効期限を更新されていなければ、登録を抹消いたします。 
●登録の施工士が不在になれば、施工店の更新もできません。 4月 1日に登録を抹消いたします。 
 

４． 登録内容に変更があった場合の手続きについて 

 ・現在の登録内容に変更があった時は、ＨＰより取得後、申請書と一緒に送付してください。 

 

事 象 対応内容 

会社・お店の名前が変わった ①(様式８)登録店異動届 
②法人登記簿謄本（法人のみ） 
③印鑑証明（実印に変更がない場合は省略可） 代表者名が変わった 

住所が変わった 
①(様式７)登録店営業所移転申請書 
②法人登記簿謄本（法人のみ） 

電話番号・FAX・メールアドレスが変わった ・(様式８）登録店異動届 

登録していた施工認定者が退職した ・(様式１０)施工認定者異動届 

 

５． 郵送前に確認をお願いします 

 ・書類不備があれば、更新できない場合がありますので、送付前に、次の項目を再確認してください。 
   ①(様式２)簡易内管施工登録店登録申請書（更新）の記入漏れ・押印漏れはありませんか 
      ・施工認定者への教育実施日を記入していますか︖ 
      ・工事記録簿（施工完了報告）確認書の確認結果（該当に○印）を記入していますか︖ 
      ・登録店の開示に関する確認書の承諾の可否（該当に○印）を記入していますか︖ 
   ②更新登録料払込証明書（金融機関の収納印のあるもの）を貼付されていますか 
   ③簡易内管施工士の資格証のおもて・うらの写し（資格者全員の分）を貼付されていますか︖ 
   ④登録内容に変更がある場合、必要書類を同封されていますか︖ 

締切日 ２０２４年２月２９日（木曜日）必着 
以上 
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